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(57)【要約】
【課題】装置構成が複雑化すると共に、機能及び操作性
等が劣るという課題があった。
【解決手段】画像読取装置１０における個人認証を、画
像読取部４０から読み取られた個人認証用カード３０に
おける顔画像３１等の情報と、情報読取部４１から読み
取られたカード３０におけるＲＦＩＤタグ３２内の情報
とに基づいて、個人認証を行う構成にしている。そのた
め、別途、外付けのカードリーダを用意しなくても対応
できるので、装置構成を簡易化できると共に、機能及び
操作性等を向上できる。しかも、カード３０における顔
画像３１等の情報とＲＦＩＤタグ３２内の個人情報との
組み合わせにより個人認証を行うので、セキュリティレ
ベルの向上が期待できる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　個人認証用のカードの情報と原稿とを読み取る読取部を有し、
　前記カードの挿入を検出すると、前記読取部が移動して前記カードを走査し、前記カー
ドを抜くと、前記読取部が前記原稿の読み取りを開始することを特徴とする画像読み取り
装置。
【請求項２】
　外面に特定のカード画像が表示され且つ内部に第１の個人情報が記憶された個人認証用
カードにおける前記カード画像と原稿の原稿画像とを光学的に読み取る画像読取部と、
　前記第１の個人情報を読み取る情報読取部と、
　使用者の第２の個人情報を予め記憶しておく記憶部と、
　前記画像読取部により読み取られた前記カード画像の情報及び前記情報読取部により読
み取られた前記第１の個人情報と前記記憶部に記憶された前記第２の個人情報とを照合し
て、前記使用者に対する個人認証を行う認証部と、
　を有することを特徴とする画像読取装置。
【請求項３】
　前記カードには、情報の読み書きが可能なＲＦＩＤタグが埋設されていることを特徴と
する請求項１又は２記載の画像読取装置。
【請求項４】
　請求項２又は３記載の画像読取装置は、更に、
　前記原稿を載置するフラットベッドと、
　前記原稿を自動的に送る原稿自動送り装置とを有し、
　前記画像読取部は、前記フラットベッドに載置された前記原稿又は前記原稿自動送り装
置にセットされた前記原稿を走査して選択的に読み取ることを特徴とする画像読取装置。
【請求項５】
　前記画像読取部は、
　前記フラットベッドに載置された前記原稿に対して副走査方向に移動して前記原稿を光
学的に読み取り、
　初期位置において前記原稿自動送り装置にセットされた前記原稿を光学的に読み取るこ
とを特徴とする請求項４記載の画像読取装置。
【請求項６】
　前記認証部により前記個人認証を行った後に、前記原稿の読み取りを行う構成にしたこ
とを特徴とする請求項４又は５記載の画像読取装置。
【請求項７】
　前記原稿の読み取りを行い、前記認証部により前記個人認証を行った後に、読み取られ
た前記原稿の情報を転送する構成にしたことを特徴とする請求項４又は５記載の画像読取
装置。
【請求項８】
　請求項２～７のいずれか１項に記載の画像読取装置は、更に、
　前記読み取り部により読み取られた前記原稿画像に対する履歴情報を前記カードに書き
込む機能を有することを特徴とする画像読取装置。
【請求項９】
　請求項５～７のいずれか１項に記載の画像読取装置において、
　前記情報読取部は、更に、
　前記画像読取部の前記副走査方向の移動に伴って前記副走査方向に移動し、且つ、前記
画像読取部の主走査方向に移動し、
　前記カードと前記原稿に埋め込まれたＲＦＩＤタグとに対して、情報の読み書きを行う
機能を有することを特徴とする画像読取装置。
【請求項１０】
　前記フラットベッドにおける前記原稿の載置範囲外に、前記カードを載置するカード提
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示エリアを設け、
　前記画像読取部により、前記カードの前記カード画像と前記原稿画像とを一度に読み取
る構成にしたことを特徴とする請求項４～９のいずれか１項に記載の画像読取装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、原稿及びカード情報の読み取りを行う画像読取装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、プリンタ等の画像形成装置に設けられた画像読取装置は、例えば、下記の特許文
献１等に記載されているように、認証印刷の際に認証印刷情報格納メモリに記憶されてい
る情報を、画像形成装置に設けられた非接触の集積回路（以下「ＩＣ」という。）カード
の読み取り部に、使用者が携帯する非接触型ＩＣカードを照合して個人を認証して認証印
刷を行うものであった。
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－２４６８６９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の画像読取装置では、別途外部に外付けのカードリーダを必要とす
るので、装置構成が複雑化すると共に、機能及び操作性等が劣るという課題があった。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の画像読取装置は、個人認証用のカードの情報と原稿とを読み取る読取部を有し
、前記カードの挿入を検出すると、前記読取部が移動して前記カードを走査し、前記カー
ドを抜くと、前記読取部が前記原稿の読み取りを開始することを特徴とする。
【０００６】
　本発明の他の画像読取装置は、外面に特定のカード画像が表示され且つ内部に第１の個
人情報が記憶された個人認証用カードにおける前記カード画像と原稿の原稿画像とを光学
的に読み取る画像読取部と、前記第１の個人情報を読み取る情報読取部と、使用者の第２
の個人情報を予め記憶しておく記憶部と、前記画像読取部により読み取られた前記カード
画像の情報及び前記情報読取部により読み取られた前記第１の個人情報と前記記憶部に記
憶された前記第２の個人情報とを照合して、前記使用者に対する個人認証を行う認証部と
を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、読取部（例えば、画像読取部）により読み取られたカードの情報（例
えば、カード画像の情報）と、読取部（例えば、情報読取部）に読み取られたカードの情
報（例えば、カード内の第１の個人情報）とに基づいて、個人認証を行う構成にしている
ので、従来のように別途、外付けのカードリーダを用意しなくても対応でき、その結果、
装置構成を簡易化できると共に、機能及び操作性等を向上できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　本発明を実施するための最良の形態は、以下の好ましい実施例の説明を添付図面と照ら
し合わせて読むと、明らかになるであろう。但し、図面はもっぱら解説のためのものであ
って、本発明の範囲を限定するものではない。
【実施例１】
【０００９】
　（実施例１の構成）
　図１（ａ）～（ｄ）は、本発明の実施例１における画像読取装置が設けられた複合機を



(4) JP 2010-141480 A 2010.6.24

10

20

30

40

50

示す概略の構成図であり、同図（ａ）は複合機全体の側面図、同図（ｂ）は画像読取装置
の側面図、同図（ｃ）は上から見た平面図、及び同図（ｄ）は画像読取装置に使用される
個人認証用カードを示す図である。
【００１０】
　図１（ａ）に示す複合機（以下「ＭＦＰ」という。）１は、例えば、コピー、プリンタ
、スキャナ、ファクシミリ装置（以下「Ｆａｘ」という。）等が一体化された装置であり
、このＭＦＰ１の上部に本実施例１のスキャナからなる画像読取装置１０が設けられてい
る。
【００１１】
　画像読取装置１０は、図１（ｂ）、（ｃ）に示すように、表面に原稿を載置するための
ガラス板からなる原稿エリア１１ａを有する原稿台であるフラットベッド（ＦＢ）１１を
備え、このフラットベッド１１上に、フラットベッドカバー１２が取り付けられている。
フラットベッドカバー１２は、例えば、図１（ｂ）、（ｃ）の左端部がフラットベッド１
１に回動自在に軸着され、右端部が上下に開閉可能な構造になっている。フラットベッド
カバー１２上の左端部には、原稿自動送り装置（オート・ドキュメント・フィーダ、以下
「ＡＤＦ」という。）ユニット１３が装着され、このＡＤＦユニット１３に原稿の受け皿
１４が上方に傾斜して取り付けられている。ＡＤＦユニット１３における原稿転送経路（
即ち、ＡＤＦ原稿ルート）１３ａは、受け皿１４→ＡＤＦユニット１３内の上部から下部
→フラットベッドカバー１２内の下面→フラットベッドカバー１２の上面、という経路で
ある。
【００１２】
　フラットベッド１１の側面の一端側には、オペレーションパネルからなる表示部１５が
設けられ、更に、フラットベッド１１の側面のＡＤＦユニット１３側には、個人認証用カ
ード挿入口２０が開口されている。カード挿入口２０内には、個人認証用カード３０を導
入するためのカードガイド２１が設けられ、このカードガイド２１の近傍に、カード取り
出しスプリング２２が取り付けられている。更に、カード挿入口２０の近傍には、カード
３０の挿脱を検出するためのカード検出スイッチ（ＳＷ）２３が取り付けられている。
【００１３】
　個人認証用カード３０は、図１（ｄ）に示すように、カードの情報（例えば、表面にカ
ード画像である所有者の顔写真の顔画像）３１が表示され、内部にＩＣチップからなるパ
ッシブ型のＲＦＩＤ（Radio　Frequency　Identification、電波による個体識別）タグ３
２が内蔵されている。パッシブ型のＲＦＩＤタグ３２は、ＩＤ情報を埋め込んだタグから
、電波等を用いた近距離の無線通信によって情報をやり取りするものであり、タグリーダ
からの電波をエネルギー源として動作し、電池を内蔵する必要がない。
【００１４】
　フラットベッド１１内には、原稿を光学的に読み取るための例えばロッド状の電荷結合
素子ユニット（以下「ＣＣＤユニット」という。）からなる読取部（例えば、画像読取部
）４０が、図１（ｂ）、（ｃ）の左側から右側へ水平移動自在に取り付けられている。画
像読取部４０の初期位置は、ＡＤＦユニット１３の直下においてこのＡＤＦユニット１３
内を転送される原稿をスキャンする（即ち、光学的に読み取る）ことのできる位置である
。この画像読取部４０と原稿との間には、カード挿入口２０が位置していない、つまり、
カード挿入口２０は、画像読取部４０と原稿との間からずれた位置に設けられている。画
像読取部４０は、フラットベッド１１における原稿エリア１１ａ上に載置された原稿をス
キャンするときには、原稿エリア１１ａの下において、図１（ｂ）、（ｃ）の左側の初期
位置から右側へ移動して原稿面を光学的に読み取る構造になっている。
【００１５】
　図２（ａ）、（ｂ）は、図１の画像読取装置１０の概略を示す内部構成図であり、同図
（ａ）は上から見た平面図、及び、同図（ｂ）は側面図である。
【００１６】
　画像読取部４０の側面におけるカード挿入口２０側には、個人認証用カード３０内のＲ
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ＦＩＤタグ３２に格納されたカードの情報（例えば、第１の個人情報）を読み取るための
読取部（例えば、情報読取部）４１が取り付けられている。画像読取部４０は、対向する
一対のロッド状の搬送ガイド４２－１，４２－２に沿って摺動可能に取り付けられ、この
画像読取部４０が、プーリ４３、ベルト４４、及びパルスモータ４５によって左側から右
側へ移動する構造になっている。
【００１７】
　図３（ａ）、（ｂ）は、図１中の画像読取装置１０における概略の回路構成を示すブロ
ック図であり、同図（ａ）は全体の回路構成のブロック図、及び、同図（ｂ）は同図（ａ
）中の中央処理装置（以下「ＣＰＵ」という。）付近の構成図である。
【００１８】
　画像読取装置１０の例えばフラットベッド１１内には、制御基板５０が設けられている
。制御基板５０には、装置全体をプログラム制御するＣＰＵ５１が設けられている。ＣＰ
Ｕ５１は、制御部５１ａと、カード画像の情報及び第１の個人情報を認識する認識部５１
ｂ等とを有している。ＣＰＵ５１には、ワーキングデータ記憶用の随時読み書き可能なメ
モリ（以下「ＲＡＭ」という。）５２、第２の個人情報等を記憶する記憶部（例えば、フ
ラッシュ（ＦＬＡＳＨ）メモリ）５３、画像読み取り用のプログラムを格納する読み出し
専用メモリ（以下「ＲＯＭ」という。）５４、フラットベッド（ＦＢ）モータ用のドライ
バＩＣ５５、及びＡＤＦモータ用のドライバＩＣ５６等が接続されている。
【００１９】
　フラットベッド（ＦＢ）用のドライバＩＣ５５には、フラットベッド駆動用のモータ４
６が接続され、更に、ＡＤＦモータ用のドライバＩＣ５６に、ＡＤＦ駆動用のモータ４７
が接続されている。又、制御基板５０の外部に設けられたＡＤＦユニット１３、表示部１
５、カード検出スイッチ（ＳＷ）２３、画像読取部４０、及び情報読取部４１等は、ＣＰ
Ｕ５１に接続され、更に、このＣＰＵ５１に対し、ＭＦＰ本体側の制御部等を接続するた
めのインタフェース（以下「Ｉ／Ｆ」という。）５１ｃ等が接続されている。
【００２０】
　図４は、個人認証用カード３０内のＲＦＩＤタグ３２に書き込まれている第１の個人情
報の一例を示す図である。
【００２１】
　第１の個人情報としては、例えば、名前、社員番号、セキュリティレベル、及び部門等
である。
【００２２】
　図５は、図１中の表示部１５における表示例を示す図である。
　この図５の表示例では、顔画像３１とＲＦＩＤタグ３２による個人情報を記憶するメニ
ュー画面の操作を説明する図が示されている。表示部１５には、例えば、入力ボタン１５
ａ、上下左右方向の選択ボタン１５ｂ、設定（Ｅｎｔｅｒ）ボタン１５ｃ、コピー・スキ
ャン・Ｆａｘの出力モード画面１５ｄ、選択画面１５ｅ、パスワードの入力画面１５ｆ、
個人認識データの記憶画面１５ｇ、及び、個人認証データの記憶の有無を決定する決定画
面１５ｈ等が表示される。
【００２３】
　（実施例１の動作）
　本実施例１における画像読取装置１の動作として、以下、（Ａ）個人情報の登録処理の
概要、（Ｂ）個人情報の登録処理のフロー、（Ｃ）ＡＤＦでのコピー操作の処理フロー、
及び、（Ｄ）フラットベッドでのコピー操作の処理フローについて説明する。
【００２４】
　（Ａ）　個人情報の登録処理の概要
　図１中の個人認証用カード挿入口２０に個人認識用カード３０を挿入する。カード３０
を挿入すると、カード検出スイッチ２３がオン状態になり、これを受けて図３中のＣＰＵ
５１内の制御部５１ａでは、カード３０が挿入されたことを認識する。又、カード３０が
挿入されると、カードガイド２１がカード３０と共に押し込まれ、所定の位置でロックさ
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れる。図示しない解除ボタンを押下すると、ロックが解除されてカード取り出しスプリン
グ２２によりカード３０が押し出される構造になっている。
【００２５】
　以下の手順により、使用者は図１の表示部１５を操作して、個人情報を記憶する。
　使用者は、図５の表示部１５のメニュー画面を選択する。選択ボタン１５ｂ中の下方向
ボタンを押下して、出力モード画面１５ｄ中の「メニュー」を選択、設定ボタン１５ｃを
押下する。設定ボタン１５ｃを押下すると、メニューの階層に移行して選択画面１５ｅが
表示される。選択ボタン１５ｂ中の下方向ボタンにより、選択画面１５ｅ中の「管理者用
メニュー」を選択して、設定ボタン１５ｅを押下すると、入力画面１５ｆにより「パスワ
ード入力」が要求される。入力ボタン１５ａ又は表示画面から文字を選択する操作をして
、パスワードを入力する。設定ボタン１５ｃを押下すると、次の階層に移行して記憶画面
１５ｇが表示される。記憶画面１５ｇ中の「個人認証データ記憶」を選択して設定ボタン
１５ｃを押下する。個人認証用カード３０をカード挿入口２０へ挿入した後、個人認証デ
ータ記憶用の決定画面１５ｈ中の「記憶する」を選択して、設定ボタン１５ｃを押下する
。
【００２６】
　設定ボタン１５ｃを押下すると、ＣＰＵ６１内の制御部５１ａによりドライバＩＣ５５
が制御され、フラットベッド用のモータ４６によりパルスモータ４５が回転し、プーリ４
３及びベルト４４により、搬送ガイド４２－１，４２－２に沿って画像読取部４０が、図
１（ｂ）、（ｃ）の左側の初期位置から右方向へカード３０下を通って移動し、画像読取
部４０によりカード３０上の顔画像３１が読み取られると共に、情報読取部４１によりカ
ード３０内のＲＦＩＤタグ３２に記憶された第２の個人情報が読み取られる。読み取られ
た顔画像３１の情報とＲＦＩＤタグ３０内の第２の個人情報とが、制御部５１ａの制御に
より、フラッシュメモリ５３内の登録エリア（個人情報記憶部）に記憶される。
【００２７】
　その後、パルスモータ４５が逆回転して画像読取部４０が図１（ｂ）、（ｃ）の左側に
移動し、初期位置に戻る。
【００２８】
　（Ｂ）　個人情報の登録処理のフロー
　図６は、図１の画像読取装置１における個人情報の登録処理を示すフローチャートであ
る。
【００２９】
　登録処理が開始されると、例えば、ＣＰＵ５１内の制御部５１ａは、ステップＳ１にお
いて、カード検出スイッチ２３の出力を検出してカード挿入をチェックする。図１中のカ
ード挿入口２０にカード３０を挿入すると、カード検出スイッチ２３がオン状態になり、
ステップＳ２へ移行する。ステップＳ２において、制御部５１ａの制御により画像読取部
４０が起動すると共に、ドライバＩＣ５５及びモータ４６により画像読取部４０がカード
３０下を左右に移動し、ステップＳ３において、画像読取部４０によりカード３０の顔画
像３１が読み取られると共に、情報読取部４１によりＲＦＩＤタグ３２内の第１の個人情
報が読み取られる。
【００３０】
　ステップＳ４において、画像読取部４０により読み取られた顔画像３１の情報と、フラ
ッシュメモリ５３内に記憶されている第２の個人情報中の顔画像情報とが、ＣＰＵ５１内
の認証部５１ｂにより画像照合される。顔画像３１の照合結果が不一致（ＮＧ）の場合は
、ステップＳ７へ移行して、個人認証エラーが表示部１５に表示される。顔画像３１の照
合結果が一致（ＯＫ）している場合は、ステップＳ５へ移行して、ＲＦＩＤタグ３２から
読み取られた第１の個人情報と、フラッシュメモリ５３内に記憶された第２の個人情報と
が、認証部５１ｂによりＲＦＩＤ照合される。ＲＦＩＤタグ３２の照合結果が不一致（Ｎ
Ｇ）の場合は、ステップＳ７へ移行して、個人認証エラーが表示部１５に表示される。Ｒ
ＦＩＤタグ３２の照合結果が一致（ＯＫ）している場合は、ステップＳ６へ移行し、ＣＰ
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Ｕ５１の制御により、照合が完了した旨とカード３０を抜き取る指示が表示部１５に表示
される。
【００３１】
　ステップＳ８において、カード検出スイッチ２３の出力がＣＰＵ５１でチェックされ、
カード３０が抜き取られたか否かが判定される。カード３０が抜き取られずに残っている
場合は、ステップＳ９へ移行して、表示部１５にカード忘れのアラームが表示され、登録
処理が終了するか、又はステップＳ８へ戻る。ステップＳ８において、カード３０が抜き
取られて残っていない場合（ＮＯ）には、登録処理が正常に終了する。
【００３２】
　（Ｃ）　ＡＤＦでのコピー操作の処理フロー
　図７は、ＡＤＦユニット１３を用いてコピー操作を行う場合の処理を示すフローチャー
トである。
【００３３】
　ＡＤＦユニット１３を用いてコピー処理を開始する場合、ステップＳ１１において、Ａ
ＤＦユニット１３の受け皿１４に原稿をセットし、ステップＳ１２で、カード挿入口２０
にカード３０を挿入する。ステップＳ１３において、ＣＰＵ５１の制御により、ドライバ
ＩＣ５５によってフラット用モータ４６が駆動され、プーリ４３、ベルト４４及びパルス
モータにより、図１（ｂ）、（ｃ）に示す画像読取部４０及び情報読取部４１がカード３
０の下において右方向へ移動してカード３０の顔画像３１及びＲＦＩＤタグ３２内の第１
の個人情報が読み取られ、その後、画像読取部４０及び情報読取部４１が左方向へ移動し
て初期位置に戻る。
【００３４】
　ステップＳ１４において、ＣＰＵ５１内の認証部５１ｂにより、画像読取部４０に読み
取られた顔画像３１の情報とフラッシュメモリ５３内に記憶された第２の個人情報中の顔
画像情報とが照合され、更に、情報読取部４１に読み取られたＲＦＩＤタグ３２内の第１
の個人情報と、フラッシュメモリ５３内に記憶された第２の個人情報とが照合され、それ
らが一致しない場合には（記憶無しの場合には）、ステップＳ１６において表示部１５に
より個人認証エラーが表示されてコピー処理が終了し、それらが一致する場合には（記憶
有りの場合には）、ステップＳ１５へ移行する。
【００３５】
　ステップＳ１５において、表示部１５内の図示しないスタートスイッチが押下されると
、ステップＳ１７へ移行し、ＣＰＵ５１により、ＡＤＦユニット１３の受け皿１４に原稿
が有るか否かが判定され、原稿が無い場合には、コピー処理が終了し、原稿が有る場合に
は、ＣＰＵ５１によりＡＤＦ印刷であると決定されてステップＳ１８へ移行する。ステッ
プＳ１８において、ＣＰＵ１５により制御されるドライバＩＣ５６によってＡＤＦ用モー
タ４６が回転し、ＡＤＦユニット１３により原稿がＡＤＦ原稿ルート１３ａに沿って転送
され、初期位置に位置する画像読取部４０により原稿が読み取られ、ＭＦＰ１０のプリン
タにより用紙に印刷され、その後、原稿がフラットベッド１１上へ排出されて印刷処理が
終了する。
【００３６】
　（Ｄ）　フラットベッドでのコピー操作の処理フロー
　図８は、フラットベッド（ＦＢ）１１を用いてコピー操作を行う場合の処理を示すフロ
ーチャートである。
【００３７】
　フラットベッド１１を用いてコピー処理を開始する場合、ステップＳ２１において、フ
ラットベッド１１の原稿エリア１１ａ上に原稿をセットする。ステップＳ２２において、
カード挿入口２０にカード３０を挿入する。ステップＳ２３において、ＣＰＵ５１の制御
により、ドライバＩＣ５５によってフラットベッド用モータ４６が駆動され、プーリ４３
、ベルト４４及びパルスモータにより、図１（ｂ）、（ｃ）に示す画像読取部４０及び情
報読取部４１がカード３０の下において右方向へ移動してカード３０の顔画像３１及びＲ
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ＦＩＤタグ３２内の第１の個人情報が読み取られ、その後、画像読取部４０及び情報読取
部４１が左方向へ移動して初期位置に戻る。
【００３８】
　ステップＳ２４において、ＣＰＵ５１内の認証部５１ｂにより、画像読取部４０に読み
取られた顔画像３１の情報とフラッシュメモリ５３内に記憶された第２の個人情報中の顔
画像情報とが照合され、更に、情報読取部４１に読み取られたＲＦＩＤタグ３２内の第１
の個人情報と、フラッシュメモリ５３内に記憶された第２の個人情報とが照合され、それ
らが一致しない場合には（記憶無しの場合には）、ステップＳ２５において表示部１５に
より個人認証エラーが表示されてコピー処理が終了し、それらが一致する場合には（記憶
有りの場合には）、ステップＳ２６へ移行する。
【００３９】
　ステップＳ２６において、表示部１５内の図示しないスタートスイッチが押下されると
、ステップＳ２７へ移行し、ＣＰＵ５１により、ＡＤＦユニット１３の受け皿１４に原稿
が有るか否かが判定され、原稿が有る場合には、ＣＰＵ５１によりＡＤＦ印刷であると決
定されて印刷処理が終了する。ステップＳ２７において原稿が無い場合は、ＣＰＵ５１に
よりフラットベッド印刷であると決定されてステップＳ２８へ移行する。ステップＳ２８
において、カード検出スイッチ２３の出力を監視しているＣＰＵ１５によりカード３０の
有無が判定され、判定結果が「カード有り」の場合には、画像読取部４０により原稿エリ
ア１１ａ上の原稿を読み取る際にカード３０が邪魔になるので、ステップＳ２９へ移行し
、表示部１５により、カード抜き取り忘れのアラーム表示を行い、使用者に対してカード
３０の抜き取りを促し、ステップＳ２８へ戻る。
【００４０】
　ステップＳ２８の判定結果が「カード無し」の場合には、ステップＳ３０へ移行し、Ｃ
ＰＵ５１により制御されるドライバＩＣ５５によってフラットベッド用モータ４６が駆動
され、プーリ４３、ベルト４４及びパルスモータにより、図１（ｂ）、（ｃ）に示す画像
読取部４０が原稿エリア１１ａの下において右方向へ移動して原稿が読み取られた後、画
像読取部４０が左方向へ移動して初期位置に戻る。画像読取部４０により原稿が読み取ら
れると、ＭＦＰ１０のプリンタにより用紙に印刷され、印刷処理が終了する。
【００４１】
　（実施例１の変形例）
　本実施例１の構成を、例えば、次の（１）～（３）のように変形しても良い。
【００４２】
　（１）　図６のステップＳ４では、カード３０の顔画像３１による顔認証を行っている
が、これに代えて、カード３０のカード情報（例えば、表面印刷のパターン、地紋パター
ン、文字等）との認証を行い、この認証結果と、ＲＦＩＤ情報の認証結果とを組み合わせ
ても良い。
【００４３】
　（２）　図９は、図１（ｂ）の画像読取装置１０における変形例を示す側面図である。
図１０は、図９の画像読取装置１０におけるＡＤＦでのコピー操作の処理を示すフローチ
ャートであり、図７中の要素と共通の要素には共通の符号が付されている。
【００４４】
　図９に示す画像読取装置１０では、図１（ｂ）に示す画像読取装置１０中のカード挿入
口２０に代えて、カード挿入口２０－１が設けられている。カード挿入口２０－１は、Ａ
ＤＦユニット１３と初期位置の画像読取部４０との間に設けられ、このカード挿入口２０
－１にカード３０を挿入した場合は、ＡＤＦユニット１３にてコピーを行う際にそのカー
ド３０が邪魔になるのでは、カード挿入口２０－１から抜き取る必要がある。
【００４５】
　そのため、図１０に示すように、ＡＤＦユニット１３にてコピーを行う場合、ステップ
Ｓ１７において、ＡＤＦユニット１３の受け皿１４に原稿有りと判定されたときには、ス
テップＳ１７－１にてカード３０の有無が検出され、カード有りの場合は、ステップＳ１
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７－２において、カード抜き忘れアラーム表示を行って使用者に対してカード３０の抜き
取りを促す処理が行われる。
【００４６】
　この変形例では、画像読取部４０における初期位置上にカード挿入口２０－１が設けら
れているので、カード読み取り部４０及び情報読取部４１を移動させずに、あるいは少し
移動させることにより、カード３０の情報を読み取ることができ、更に、カード３０を挿
入したままでフラットベッド１１でのコピーが行えるという利点がある。
【００４７】
　（３）　本実施例１では、顔画像３１とＲＦＩＤタグ３２による個人認証について説明
したが、カード３０に磁気読み取り部を付ければ、磁気カードの組み合わせによる認証も
実現できる。
【００４８】
　（実施例１の効果）
　本実施例１によれば、次の（ａ）、（ｂ）のような効果がある。
【００４９】
　（ａ）　従来、例えば、ホスト側から送られた印刷データを、ＭＦＰのオペレーション
パネルからパスワードを入力して印刷出力する所謂認証印刷において、パスワード入力に
代えて、非接触ＩＣカードで認証する構成にするためには、別途、外部に外付けのカード
リーダを必要とする。そのため、装置構成が複雑化すると共に、機能及び操作性等が劣る
という課題があった。そこで、本実施例１では、従来の課題を解決するために、画像読取
装置１０における個人認証を、画像読取部４０により読み取られたカード３０におけるカ
ード画像の情報と、情報読取部４１により読み取られたカード３０におけるＲＦＩＤタグ
３２内の第１の個人情報とに基づいて、個人認証を行う構成にしている。そのため、別途
、外付けのカードリーダを用意しなくても対応できるので、装置構成を簡易化できると共
に、機能及び操作性等を向上できる。しかも、カード３０におけるカード画像の情報とＲ
ＦＩＤタグ３２内の第１の個人情報との組み合わせにより個人認証を行うので、セキュリ
ティレベルの向上が期待できる。
【００５０】
　（ｂ）　ＣＰＵ５１内の認証部５１ｂにより使用者を認識できるので、使用者の操作ロ
グ（例えば、コピー回数、コピー枚数等）や課金ログ（例えば、コピー使用金額等）をフ
ラッシュメモリ５３に作成／記憶すれば、ＭＦＰ１に対する使用料等の管理が的確に行え
る。
【実施例２】
【００５１】
　（実施例２の構成）
　　図１１は、本発明の実施例２における画像読取装置の構成を示す平面図であり、実施
例１を示す図１（ｃ）中の要素と共通の要素には共通の符号が付されている。
【００５２】
　本実施例２の画像読取装置１０Ａでは、実施例１のフラットベッド１１とは異なる構成
のフラットベッド１１Ａを備えている。フラットベッド１１Ａは、表面に原稿を載置する
ためのガラス板からなる方形の原稿エリア１１ａを有し、この原稿エリア１１ａにおける
左側辺の外側に、実施例１のカード挿入口２０に代えて、カード設置部であるカード提示
エリア２４が設けられている。カード提示エリア２４は、ＣＰＵ５１に接続されており、
このカード提示エリア２４上に個人認証用カード３０を載置（セット）することにより、
カード３０に内蔵されたＲＦＩＤタグ３２に対して情報の読み書きができる構造になって
いる。カード提示エリア２４の左側の下方には、初期位置の画像読取部４０が設けられて
いる。つまり、原稿エリア１１ａの左辺と画像読取部４０との間に、カード提示エリア２
４が配置されている。フラットベッド１１Ａの側面の一端側には、実施例１と同様に、オ
ペレーションパネルからなる表示部１５が設けられている。その他の構成は、実施例１と
同様である。
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【００５３】
　（実施例２の動作）
　図１２は、図１１の画像読取装置１０Ａにおける動作を示すフローチャートである。
【００５４】
　電源の投入によって画像読取装置１０Ａの動作が開始されると、先ず、原稿エリア１１
ａ上に原稿をセットすると共に、カード提示エリア２４上に個人認証用カード３０をセッ
トすると、ステップＳ３１へ移行する。ステップＳ３１において、図３中のＣＰＵ５１は
、カード提示エリア２４上にカード３０がセットされると、これを検出して図３中のドラ
イバＩＣ５５を制御してフラットベッド用モータ４６を駆動させる。これにより、情報読
取部４１が取り付けられた画像読取部４０が、カード提示エリア２４の下を右方向及び左
方向に移動して、画像読取部４０によりカード３０の画像情報（例えば、顔画像３１ある
いはその他のカード画像の情報）が読み取られると共に、情報読取部４１によりカード３
０に内蔵されたＲＦＩＤタグ３２内の第１の個人情報が読み取られ、例えば、図３中のＲ
ＡＭ５２に記憶される。
【００５５】
　ステップＳ３２において、図５の表示部１５上に表示された出力モード画面１５ｄから
出力モード（例えば、コピー、スキャン後電子メール（Ｅ－ｍａｉｌ）、Ｆａｘ等）を選
択し、図示しないスタートボタンを押下する。すると、原稿エリア１１ａ上の原稿の読み
取りが開始され、図３中のＣＰＵ５１によりドライバＩＣ５５が制御されてフラットベッ
ド用モータ４６が駆動し、原稿エリア１１ａの下を画像読取部４０が右方向及び左方向へ
移動し、原稿が読み取られて、読み取られた原稿画像の情報が図３中のＲＡＭ５２に記憶
される。
【００５６】
　ステップＳ３３の画像照合において、図３中のＣＰＵ５１内の認識部５１ｂにより、Ｒ
ＡＭ５２内に記憶された画像情報と、図３中のフラッシュメモリ５３に記憶されている第
２の個人情報中の画像情報とが照合される。不一致（ＮＧ）の場合には、ステップＳ３５
において、表示部１５に個人認証エラーが表示された後、ステップＳ３７において、ＣＰ
Ｕ５１の制御により、認証が失敗したのでＲＡＭ５２に記憶されている原稿画像の情報が
消去され、読み取りが中止されて動作が終了する。
【００５７】
　ステップＳ３３の画像照合結果が一致（ＯＫ）した場合には、ステップＳ３４へ移行し
、図３中のＣＰＵ５１内の認識部５１ｂにより、ＲＦＩＤタグ３２から読み取られてＲＡ
Ｍ５２に記憶された第１の個人情報と、フラッシュメモリ５３に記憶されている第２の個
人情報との照合が行われ、照合結果が不一致（ＮＧ）の場合には、ステップＳ３５及びＳ
３７の処理が行われ、照合結果が一致（ＯＫ）する場合には、ステップＳ３６へ移行する
。ステップＳ３６において、ＣＰＵ５１の制御により、ＲＡＭ５２に記憶されている原稿
画像の情報が、ステップＳ３２で選択された出力モードで転送され、動作が終了する。
【００５８】
　（実施例２の変形例）
　本実施例２の構成を、例えば次の（１）、（２）のように変形しても良い。
【００５９】
　（１）　図１３は、本発明の実施例２における変形例を示す図である。
　ローカル・エリア・ネットワーク（以下「ＬＡＮ」という。）等のネットワーク５７を
介して複数の画像読取装置１０Ａ，１０Ａ－２，・・・が接続されている場合、例えば、
ある画像読取装置１０Ａにおいて、個人認証用カード３０内のＲＦＩＤタグ３２に画像を
書き込むか、あるいは画像読取装置１０Ａ内の記憶部（例えば、フラッシュメモリ）５３
に画像を記憶して、カード３０内のＲＦＩＤタグ３２に情報（例えば、画像読取装置１０
Ａのインターネット・プロトコル（ＩＰ）アドレス及び画像格納情報等）を書き込むこと
で、ネットワーク５７に接続されている他の画像読取装置１０Ａ－１にカード３０内のＲ
ＦＩＤ情報を読み取らせることで、遠隔の場所から出力することが可能になる。
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【００６０】
　（２）　本実施例２では、個人認証用カード３０を読み取った後に原稿を読み取るよう
にしているが、カード提示エリア２４に、カード３０が置かれたことを識別するセンサを
設ければ、個人情報のみ読み出すことも可能である。
【００６１】
　（実施例２の効果）
　本実施例２によれば、個人認証を行った後に原稿を読み取ることで、原稿コピーと同じ
くして個人認証用カード３０をカード提示エリア２４に置くだけなので、実施例１のよう
なカード抜き差しの煩わしさから解消される
【実施例３】
【００６２】
　（実施例３の構成）
　図１４（ａ）、（ｂ）は、本発明の実施例３における画像読取装置１０Ｂの概略を示す
内部構成図であり、同図（ａ）は上から見た平面図、及び、同図（ｂ）は側面図であり、
実施例１を示す図２（ａ）、（ｂ）中の要素と共通の要素には共通の符号が付されている
。
【００６３】
　本実施例３の画像読取装置１０Ｂでは、実施例１の画像読取装置１０のように情報読取
部４１をロッド状の画像読取部４０に固定せずに、情報読取部４１を画像読取部４０の主
走査方向（長手方向）に沿って移動可能な構成になっている。即ち、本実施例３では、ロ
ッド状の画像読取部４０に正転／逆転可能な駆動モータ４８が取り付けられ、この駆動モ
ータ４８により回転する正転／逆転可能なスパイラルシャフト４９が、画像読取部４０の
長手方向に沿って設けられ、そのスパイラルシャフト４９によって情報読取部４１が画像
読取部４０の長手方向に沿って左右に移動可能な構成になっている。その他の構成は、実
施例１と同様である。
【００６４】
　図１５（ａ）、（ｂ）は、図１２の画像読取装置１０Ｂにおける概略の回路構成を示す
ブロック図であり、同図（ａ）は全体の回路構成のブロック図、及び、同図（ｂ）は同図
（ａ）中のＣＰＵ付近の構成図である。この図１５（ａ）、（ｂ）において、実施例１を
示す図３（ａ）、（ｂ）中の要素と共通の要素には共通の符号が付されている。
【００６５】
　本実施例３の画像読取装置１０Ｂに設けられる制御基板５０Ｂでは、実施例１の制御基
板５０に対して、情報読取部移動用の駆動モータ４８を駆動するためのドライバＩＣ５８
が新たに追加され、このドライバＩＣ５８がＣＰＵ５１により制御される構成になってい
る。その他の構成は、実施例１と同様である。
【００６６】
　図１６（ａ）、（ｂ）は、図１４の画像読取装置１０Ｂに使用される記憶媒体を示す図
であり、同図（ａ）は平面図、及び同図（ｂ）は側面図である。
【００６７】
　本実施例３で使用される記憶媒体６０では、この記憶媒体６０の任意の位置に１つ又は
複数のＲＦＩＤタグ６１が埋設されている。
【００６８】
　図１７は、図１６中のＲＦＩＤタグ６１に書き込まれている情報及びそのＲＦＩＤタグ
６１に書き込む情報例を示す図である。
【００６９】
　ＲＦＩＤタグ６１に書き込まれている情報例としては、例えば、セキュリティレベル、
セキュリティ記憶者、社員番号、セキュリティ記憶日等である。ＲＦＩＤタグ６１に書き
込む情報例としては、例えば、日付、名前、社員番号、モード、部数、宛先等である。
【００７０】
　（実施例３の動作）
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　図１８は、図１４の画像読取装置１０Ｂにおける動作を示すフローチャートである。
【００７１】
　動作が開始され、ステップＳ４１において、画像読取部４０により、記憶媒体６０にお
ける原稿画像の読み取りと、この読み取った画像情報のＲＡＭ５２への記憶が開始される
。次に、ステップＳ４２において、ＣＰＵ５１により制御される情報読取部４１によって
記憶媒体６０内のＲＦＩＤタグ６１の受信感度をチェックする。この時、画像読取部４０
は、フラットベッド用モータ４６により移動しながら、ＲＦＩＤ用の駆動モータ４８を正
逆回転を繰り返すことで、スパイラルシャフト４９に繋がっている情報読取部４１が移動
する。ステップ４３において、通信ができる状態まで繰り返される。これは、図１６に示
すようにＲＦＩＤタグ６１が記憶媒体６０のどこの位置にあっても読み取りができるよう
にするものである。
【００７２】
　ステップ４３において、通信ができるところで、ステップＳ４４へ移行して、ＲＦＩＤ
タグ６０のコピー可・不可情報を読み出し、ステップＳ４５へ移行する。これは、図１７
に示すＲＦＩＤタグ６１に書き込まれている情報例に従い、セキュリティレベル設定（例
えば、セキュリティレベル１は画像の読取を許可するものとする。）により、ステップＳ
４５において、読み取り不可（ＮＯ）の場合、ステップＳ４７へ移行して、読み取り不可
エラーを表示部１５に表示する。次に、ステップＳ４９において、記憶している画像情報
の消去が行われる。
【００７３】
　ステップＳ４５において、読み取り可能（ＹＥＳ）である場合、ステップＳ４６におい
て、読み取られて記憶されている画像情報の転送が開始される。次に、１ページ分の読み
取りが終了したら、ステップＳ４８において、駆動モータ４８及びスパイラルシャフト４
７によって情報読取部４１を、通信ができる状態になった位置まで移動させて、ステップ
Ｓ５０において、ＲＦＩＤタグ６１に通信記憶を書き込む。通信記憶は、図１７のＲＦＩ
Ｄタグ６１に書き込む情報例に示すように、日付、個人認証者の氏名、社員番号、転送モ
ード、コピー出力であれば部数、スキャン後電子メール（Ｅ－ｍａｉｌ）もしくはＦａｘ
であれば宛先が書き込まれる。
【００７４】
　なお、本実施例３では、既に原稿ＲＦＩＤタグ６１のセキュリティレベルが書き込まれ
ていたが、セキュリティレベルが書き込まれていない原稿ＲＦＩＤタグ６１に、セキュリ
ティレベルのみ後から書き込むことも可能である。
【００７５】
　（実施例３の効果）
　本実施例３によれば、記憶媒体６０に埋め込まれたＲＦＩＤタグ６１がどの位置にあっ
たとしても、ＲＦＩＤタグ６１との通信感度が最高のポジションで通信を行うことで、読
み書きエラーが無い安定した通信を行うことができる。更に、ＲＦＩＤタグ６１に通信履
歴を書き込み、後でＲＦＩＤタグ６１の情報を読み出すことで、機密文章等のコピー回数
（持ち出した人物の特定）、データ転送先等が管理できる。その上、ＲＦＩＤタグ６１に
セキュリティレベルを設定して、画像の読み取りができなくすることも可能である。
【００７６】
　（実施例の他の変形例）
　本発明は、上記実施例及び変形例に限定されず、他の利用形態や変形が可能である。こ
の利用形態や変形例としては、例えば、次の（ａ）～（ｃ）のようなものがある。
【００７７】
　（ａ）　実施例１～３では、ＭＦＰ１に設けられた画像読取装置１０，１０Ａ，１０Ｂ
について説明したが、本発明は、ＭＦＰ１以外のプリンタ、Ｆａｘ、情報処理装置等に設
けられる画像読取装置にも適用できる。
【００７８】
　（ｂ）　実施例１では、画像読取装置１０に適用した例を説明したが、カメラによる画
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像入力部を設ければ、ＲＦＩＤタグ３２と画像を認識できるセキュリティゲート装置等に
も適用可能である。
【００７９】
　（ｃ）　実施例３では、画像読取装置１０Ｂに適用した例を説明したが、ＲＦＩＤタグ
６１を内蔵した記憶媒体６０で印刷した後に、プリンタでセキュリティレベル等を書き込
むことも可能である。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
【図１】本発明の実施例１における画像読取装置が設けられた複合機を示す概略の構成図
である。
【図２】図１の画像読取装置１０の概略を示す内部構成図である。
【図３】図１中の画像読取装置１０における概略の回路構成を示すブロック図である。
【図４】個人認証用カード３０内のＲＦＩＤタグ３２に書き込まれている第１の個人情報
の一例を示す図である。
【図５】図１中の表示部１５における表示例を示す図である。
【図６】図１の画像読取装置１における個人情報の登録処理を示すフローチャートである
。
【図７】ＡＤＦユニット１３を用いてコピー操作を行う場合の処理を示すフローチャート
である。
【図８】フラットベッド（ＦＢ）１１を用いてコピー操作を行う場合の処理を示すフロー
チャートである。
【図９】図１（ｂ）の画像読取装置１０における変形例を示す側面図である。
【図１０】図９の画像読取装置１０におけるＡＤＦでのコピー操作の処理を示すフローチ
ャートである。
【図１１】本発明の実施例２における画像読取装置の構成を示す平面図である。
【図１２】図１１の画像読取装置における動作を示すフローチャートである。
【図１３】本発明の実施例２における変形例を示す図である。
【図１４】本発明の実施例３における画像読取装置１０Ｂの概略を示す内部構成図である
。
【図１５】図１４の画像読取装置１０Ｂにおける概略の回路構成を示すブロック図である
。
【図１６】図１４の画像読取装置１０Ｂに使用される記憶媒体を示す図である。
【図１７】図１６中のＲＦＩＤタグ６１に書き込まれている情報及びそのＲＦＩＤタグ６
１に書き込む情報例を示す図である。
【図１８】図１４の画像読取装置１０Ｂにおける動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００８１】
　１　　　ＭＦＰ
　１０，１０Ａ，１０Ａ－１，１０Ｂ　　　画像読取装置
　１１ａ　　　原稿エリア
　１１　　　フラットベッド
　１３　　　ＡＤＦユニット
　２０　　　カード挿入口
　２４　　　カード提示エリア
　３０　　　個人認証用カード
　３１　　　顔画像
　３２，６１　　　ＲＦＩＤタグ
　４０　　　画像読取部
　４１　　　情報読取部
　５１　　　ＣＰＵ
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